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在宅診療のメリット

・ご本人・ご家族の負担の軽減を図ることができます。

・休日・夜間の緊急時は、救急外来において24時間365日対応体制が

  あるので安心です。

・必要時に当病院への入院や、他医療機関への紹介が可能です。

・在宅にて検査・点滴などの治療ができます。

☆　緊急時の対応

三浦市立病院　　地域医療科

　訪問診療のご案内

訪問診療とは？

ご本人の同意の元、かかりつけ医として、定期的に訪問診療を実地
していく在宅医療です。

どんな診療内容か？

全身状態を診察し、薬の処方や、採血・検尿などの在宅で可能な検
査、点滴・注射などの治療や処置を行います。必要時には当病院へ
の入院や各専門医療機関への紹介なども行います。

診療対象はどのような方か？

寝たきりの状態の方や、通院する事が困難な状況にある方を中心
に、ご相談を展開させていただいています。
まずは　かかりつけの医師へ訪問診療についてご相談ください。

☆　在宅での受診　

・訪問診療による、健康・病状の管理ができます。



ご相談またはご面談の際に、ご説明させていただきます。

薬剤費も健康保険が適用されますが、当院では「院内

処方」につき、調剤薬局にて別途お支払いをお願いします。

担当医師の紹介

地域医療科・内科医 　　　東　博敏

　　　　　地域医療科・内科医　　　矢野　優太

 　　　　 　　　なんでもご相談ください。

　訪問診療については、まずご相談いただいてから

　　　　　　　　　お話を進めさせていただきます。

ご相談は予約制にて承りますので、お電話又はご来院された

　　　 　　　 際に地域医療科までお気軽にご連絡下さい。

　　（代）　046－882－2111

○　診察料について

訪問診療にかかわる料金は、処置や管理内容によって

又、健康保険の自己負担割合よっても異なります。

  　　　患者さんとご家族が安心して在宅療養できる
　　　　ことを願っています。

三浦市立病院　　　地域医療科

　　以前約１０年間、都内で在宅医療に携わってきました。 　

　　少しでもお手伝いできればと思っております。

　　在宅療養されている患者さんとご家族を生活面を含めて　

　　サポートし、安心して幸せに過ごすことができますよう、


